
火災注意報
（八幡市火災予防条例第２８条の２）

火災警報
（八幡市火災予防条例第２９条）

ホームページもご確認ください

八幡市火災予防条例第45条　火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出

たき火等、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を実施する場
合は、その前日までに消防署へ届出が必要です。
また、届出を行った場合であっても上記の制限の対象となります。

〇八幡市消防本部・八幡市消防署
　京都府八幡市八幡植松１９番地の１
　TEL０７５－９８１－４１１９（代表）

〇八幡市消防署東部分署
　京都府八幡市内里東山川１番地の１
　TEL０７５－９２５－９９３９

（京都市消防局ホームページへ）（八幡市ホームページへ）




